
令和７年度食品衛生年末総点検実施結果 
 

食品流通量が増加する年末において、食中毒など食品による事故の防止を図るため、令和

７年１１月１８日から同年１２月３１日の約１か月間半、「食品衛生年末総点検」を実施し

ました。  

茅ヶ崎市保健所では、期間中、管内※施設への立入検査、食品の収去検査を実施し、食品 

衛生に関する普及啓発を図りました。 

※茅ヶ崎市内全域及び寒川町内全域 

 

１ 施設への立入検査 

管内の営業施設へ延べ５６１件 立ち入り、衛生指導を実施しました。 

 監視件数 

許 可 を 要 す る 施 設 ４３９ 

許 可 を 要 し な い 施 設 １２２ 

合 計 ５６１ 

 

２ 食品の収去（抜き取り）検査 

管内で製造・流通している食品について、２２検体を収去し検査を実施しました。 

食品名 検体数 
違反等件数 

規格基準違反 指導基準不適合 

魚 介 類 ７ ０ ０ 

め ん 類 ２ ０ ０ 

菓 子 類 ７ ０ ０ 

そ う ざ い 及 び そ の 半 製 品 ３ ０ ０ 

弁 当 ３ 0 0 

合 計 ２２ 0 ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

「規格基準」 

  食品衛生法に基づき、販売の用に供する食品・添加物の製造、加工、使用、調理、保存の方法

については「基準」が、成分については「規格」が定められており、この基準等に適合しない

食品・添加物は、製造、加工、販売等が禁止されています。 

「指導基準」 

  食品衛生法において規格基準が定められていない食品の中で、豆腐や生菓子など食中毒の危険

性が高いものについて、衛生的対策を講じるための指標として定められた基準です。 

用語説明 



３ 食品衛生に関する普及啓発 

（１）食中毒予防の啓発 

令和７年１０月１４日に、神奈川県全域において「ノロウイルス食中毒警戒情報」が

発令されました。これを受けて、市ホームページをはじめとする広報媒体で周知する

ほか、作成したチラシを飲食店等に配布し、食品衛生知識の普及啓発に取り組みまし

た。 

 

（２）講習会の開催 

   食品等事業者に対し、食中毒予防、HACCP の考え方を取り入れた衛生管理及び食

品衛生責任者の責務について、食品衛生責任者講習会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問い合わせ先】  茅ヶ崎市保健所 衛生課 食品衛生担当 

 

〒２５３－８６６０  茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目８番７号 

電話：０４６７－３８－３３１６ FAX：０４６７－８２－０５０１ 

メール：hokenjyo_eisei@city.chigasaki.kanagawa.jp 

食中毒も感染症も 

手洗いで予防ぞよ！ 


